
資料６－１

3次計画の
関係項目

担当省庁 取組の名称 取組の内容

消費者庁
栄養成分表示に関する
消費者教育

・平成27年度から新たに義務化された栄養成分表示に関する消費者教育を推進するため、効果的な普及啓発
の在り方や教育プログラムの検討を実施。

糖尿病予防戦略事業 ・糖尿病の発症予防及び重症化予防に向けて、「糖尿病予防戦略事業」を実施。

・健康日本２１（第二次）において「食塩摂取量の減少」を目標に掲げ、普及啓発。

・健康日本２１（第二次）において「食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増
加」を目標として掲げ、普及啓発。

・行政栄養士の業務指針（平成25年3月）により、行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の一層
の推進。

8020運動・口腔保健推進
事業

・「8020運動」や「噛ミング30」の推進も含めた歯科口腔保健の推進のため、「8020運動・口腔保健推進事業」に
おいて都道府県における取組の支援を行っている。その中で、噛み応えのある料理などを用いた噛むことの大
切さの教育や、食生活を支える歯・口腔の健康づくりについての講習会など、食育に関わる事業も実施してい
る。

地域高齢者等の栄養管理
支援等

・配食を利用する高齢者等が適切な栄養管理を行えるよう、地域高齢者の健康支援を推進する配食に係る栄
養管理の在り方について検討。

栄養ケア活動支援整備事業 ・増大する在宅療養者に対する食事・栄養支援に対応するため管理栄養士・栄養士の人材を確保できるよう、
公益法人等民間の取組の促進・整備を行っている。

健康寿命をのばそう！アワー
ド（生活習慣病予防分野）

・国民の生活習慣を改善し、健康寿命をのばすための運動「スマート・ライフ・プロジェクト」が掲げる４つのテー
マ（適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診）を中心に、従業員や職員、住民に対して、生活習慣
病予防の啓発、健康増進のための優れた取組等をしている企業、団体、自治体を表彰。

文部科学省
厚生労働省
農林水産省

「食生活指針」の改定、普及
啓発

平成12年に決定・公表された「食生活指針」について、食育基本法の制定、｢健康日本２１（第二次）｣の開始、｢
和食；日本人の伝統的な食文化｣のユネスコ無形文化遺産登録、第３次食育推進基本計画の作成等、近年の
「食」をめぐる動きを踏まえて、平成28年６月に文部科学省、厚生労働省、農林水産省で「食生活指針」を改定
し、都道府県等への通知やホームページでの掲載、健康づくりを推進する観点から普及啓発用スライドを作成
する等、食生活改善のための普及啓発を行っている。

厚生労働省
農林水産省

「食事バランスガイド」の普及
啓発

「食事バランスガイド」の普及・活用を図るため、ホームページや食育に関する行事等において情報提供を行
う。

日本型食生活の普及等の
地域における食育活動の支
援

・地域の関係者が一体となって取り組む、地域における食育活動を企画・調整する専門的人材の育成や、食育
を通じて地域の食の普及を図る展示会・交流会・調理体験等の実施を支援。（28年度）

・地域の関係者が連携して取り組む、地域食文化の継承、和食給食の普及、共食機会の提供、農林漁業体験
機会の提供、地域で食育を推進するリーダーの育成等の食育活動を支援。（29，30年度）

機能性農産物を活用した
健康都市づくりの支援

・地域の農産物等の機能性に着目して健康関連の食市場を開拓するため、食による健康都市づくりに関する
地域の取組を支援（28，29，30年度。)

スマイルケア食の普及推進

・６次産業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組の一環として、地場産スマイルケア食の商
品開発・普及の取組等を支援。(28年度）

・全国の地場産スマイルケア食の開発・普及に関する優良事例収集やリーダー育成のための研修会の開催、
スマイルケア食の普及状況等を把握するためのアンケート調査実施に要する経費等を支援。(28年度）

・市町村の６次産業化戦略に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組の一環として、地場産スマイルケア食
の商品開発や配食サービス等の実証、スマイルケア食普及のためのセミナー開催等を行う場合に必要な経費
を支援。（29年度）

・特に影響を与える関係者やケアマネージャー、ヘルパーなど在宅介護や病院・介護施設等で介護を実践する
関係者に対する研修会の開催とともに、教育ツールの作成を支援。（29年度）

「食育月間」の実施
・「食育月間」実施要綱により、農林水産省をはじめ関係省庁が協力しつつ地方公共団体、関係機関・団体に
対しても参加を呼びかけ、健康寿命の延伸につながる健全な食生活の実践促進を含め全国的な食育推進運
動を展開

「食育活動表彰」の実施
・国民運動として食育を推進していくため教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等の民間等
の食育関係者に対象を拡大した「食育活動表彰」を開始し、「健康寿命の延伸につながる食育を推進する活
動」を募集。

「健康寿命の延伸につながる食育の推進」関連施策(全体像）

食育推進運動 農林水産省

健康日本２１（第二次）の
推進

厚生労働省

地域食育

農林水産省
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食品安全に関する情報提供
や意見交換会の実施

・関係府省が連携し、食品安全に関する正確な情報提供等を通じたリスクコミュニケーションを実施。

親子参加型イベントの開催
・関係府省が連携し、多くの子供たちと保護者が来場する夏休み期間中のイベント会場にブースを設け、食品
中の放射性物質を中心に、食の安全等の理解の増進に資するリスクコミュニケーションを実施。

事業者と連携する等の多様
な主体による食品安全に関
するリスクコミュニケーション
の取組

・地方公共団体等と共に、食品事業者等の多様な主体が行う消費者への理解促進に関する取組と連携し、大
学生等若い世代を含め、様々な年齢層を対象としたリスクコミュニケーションを実施。

食品安全に関する情報提供
や意見交換会の推進

・地方公共団体等と連携し、食品安全に関する正確な情報提供等を通じたリスクコミュニケーションの取組の一
環として、様々な年齢層を対象に実施。

文部科学省
日本食品標準成分表の
策定・公表

・食品成分に関する唯一の公的な基礎データである「日本食品標準成分表」について、食品数の充実やその
データベースの改善を推進。

消費者庁

内閣府食品安
全委員会
消費者庁
厚生労働省
農林水産省

その他
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